
Ⅰ

82－令和７年度森林及び林業の動向 

業実施の効率化、⑤中期的な視点による技術開発等の方向性について取りまとめており、
林野庁では、この内容を今後の治山対策に反映していくこととしている。 
(海岸防災林の整備) 

我が国の海岸では、飛砂・風害、潮害等を防ぐため、マツ類を主体とする海岸防災林の
整備・保全が全国で進められてきた。これに加え、東日本大震災では海岸防災林が津波エ
ネルギーの減衰や到達時間の遅延、漂流物の捕捉等の被害軽減効果を発揮したことを踏ま
え、平成24(2012)年に、海岸防災林の整備を津波に対する「多重防御」施策の一つとして
位置付け61、被災した海岸防災林の再生及び全国的な海岸防災林の整備を進めている。

具体的には、根の緊縛力を高め、根返りしにくい林帯を造成するため、盛土による生育
基盤の確保、植栽等の整備を進めてきたところであり、今後は、海岸部は地下水位が高い
エリアが多いことに留意した適切な保育管理等を通じて、津波に対する被害軽減を含む潮
害の防備、飛砂・風害の防備等の機能が総合的に発揮される健全な海岸防災林の育成を図
ることとしている。林野庁は、令和10(2028)年度までに、適切に保全されている海岸防災
林等の割合を100％とする目標を定めており(基準値98％(令和５(2023)年度))62、令和６
(2024)年度における割合は98％となっている。

(３)森林における生物多様性の保全
生物多様性の保全に関する国際的な取組

は、生物の多様性に関する条約(生物多様性
条約)の下で進められており、2022年12月の
生物多様性条約第15回締約国会議（COP15）
第二部において、「昆明・モントリオール生
物多様性枠組」が採択された。この中で、2030
年までに、生物多様性の損失を止め、反転さ
せ、回復軌道に乗せるための緊急の行動をと
るとの目標が掲げられており、この考え方は
2021 年 の G7 の 合 意 文 書 に お い て 「 ネ イ
チャーポジティブ(自然再興)」と呼ばれてい
る。また、その具体的な目標の一つとして、
陸と海のそれぞれ少なくとも30％を保護地
域63及び保護地域以外で生物多様性の保全に
資 す る 地 域 (OECM 64 ) に よ り 保 全 す る
「30by30目標」等が位置付けられている(資
料Ⅰ－25)。

我が国においては、「昆明・モントリオール生物多様性枠組」の採択を受けて、令和５

61 中央防災会議防災対策推進検討会議「防災対策推進検討会議 最終報告」(平成24(2012)年７月31日) 
62 森林・林業基本計画(令和３(2021)年６月閣議決定)に則し政策評価を行うために設定された測定指標における目標値。 
63 陸域については自然公園、自然海浜保全地区、自然環境保全地域、鳥獣保護区、生息地等保護区、近郊緑地特別保全

地区、特別緑地保全地区、保護林、緑の回廊、天然記念物、都道府県が条例で定めるその他保護地域。 
64 Other Effective area-based Conservation Measuresの略。 

資資料料ⅠⅠ－－2255  「昆明・モントリオール
生物多様性枠組」におけ
る主な森林関係部分の
概要 

資料：環境省ホームページ「昆明・モントリオール生
物多様性枠組」に基づいて林野庁企画課作成。 
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(2023)年３月に「生物多様性国家戦略2023-2030」が閣議決定され、令和12(2030)年に向
けた目標として、ネイチャーポジティブの実現を掲げている。 

また、30by30目標を契機として、令和５(2023)年４月から「民間の取組等によって生物
多様性の保全が図られている区域」を「自然共生サイト」として認定する仕組みが開始さ
れ、令和７(2025)年４月には、自然共生サイトを法制化する「地域における生物の多様性
の増進のための活動の促進等に関する法律」(以下「地域生物多様性増進法」という。)が
施行された。同法に基づき、ネイチャーポジティブの実現に向けて、企業等による地域に
おける生物多様性の増進のための活動計画(増進活動実施計画等)を国が認定しており、令
和８(2026)年３月時点で367件が認定を受けている(事例Ⅰ－８)。 

林野庁では、針広混交林化、⾧伐期化等による多様な森林づくりを推進するとともに、
国有林野においては「保護林」及び「緑の回廊」の設定等を通じて、原生的な森林生態系
の保護・管理等を実施している。また、治山事業においても、現地の実情に応じて、郷土
種による緑化や治山施設の改良等により、生物多様性保全の取組を行っている。 

事例Ⅰ－８ 地域資源の活用と生物多様性保全に貢献する自然共生サイ
トの取組

東急不動産ホールディングス株式会社(東京都渋谷区)では約660haの広大な敷地を有す
る東急リゾートタウン蓼科(⾧野県茅

ち

野
の

市)において、森林経営計画に基づく森林管理の実施
や、希少種を含む動植物のモニタリングを通じて、生物多様性の保全に取り組んでいる。令
和６(2024)年２月に自然共生サイトの認定を受け、さらに令和７(2025)年９月には地域生
物多様性増進法に基づく増進活動実施計画の認定を受けている。 

東急リゾートタウン蓼科の森林は、カラマツを主体とした人工林やミズナラ等の落葉広
葉樹林により構成されており、人工林については間伐の実施により林床植生の育成を図る
とともに、落葉広葉樹林については自然の推移に委ねることを基本として保全を図ってい
る。間伐材については、建材や家具、バイオマスボイラーの燃料として、同リゾートタウン
内での活用に取り組み、地域資源の地産地消も実現している。 

同社では、引き続き地域資源の積極的な活用による地域経済への貢献と生物多様性の保
全を図っていくこととしている。 

東急リゾートタウン蓼科に広がる森林 管理地内に生息する動植物 
(ニホンリス(上)・サクラソウ(下)) 
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